
株式会社プロックス

許可番号  派16-300144

当社では、事業年度ごとの労働者派遣事業報告書に基づき、マージン率を公開いたします。

2024年8月1日～2025年7月31日

① 派遣労働者数

② 派遣先事業所数

③ 労働者派遣の料金 円 （1日8時間当たり換算）　

④ 派遣労働者の賃金 円 （1日8時間当たり換算）　

⑤ マージン率

※マージン率は、以下の計算方法により算出しております

マージン率＝（（③－④）÷③）×100

・教育訓練に関する事項

・キャリアコンサルティングの相談窓口 【総務課】 076-432-1551

労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定に関する事項

・その他 賃金には、給料・手当・賞与等を含みます。

マージン率には以下が含まれます。

・社会保険料（雇用保険、厚生年金、健康保険、労災保険）

・福利厚生費（有給休暇、退職金共済、健康診断等）

・教育訓練費用 ・会社運営費 ・営業利益

労使協定の有効期限の終期 2026年3月31日

16,917

39.0%

別紙参照（教育訓練計画）

労使協定を締結しているか否か 締結している

労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 ソフトウェア開発技術者

27,718 ＊消費税抜き

労働者派遣事業に関する情報公開

期 間

15人 （ 7/31現在 ）

3事業所



                                

 

 

 

 



                                

 

 

 

 

 


